
不正使用の申立て等があった場合の手続き（概要） 
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 （必要に応じて調査委員会の設置） 
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 （必要に応じて調査対象者の調査対象制度の研究費の使用停止を統括管理責任者に要請） 
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   （申立者及び調査対象者は、調査結果に対する異議を申し立てることができる） 
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学外窓口（弁護士事務

所）への申立て 

学内窓口への申立て

又は情報提供 

監査室長へ学外窓口

からの申立ての取次ぎ 

不正があった場合 最高管理責任者は

統括管理責任者に是正措置等を講ず

るよう命じなければならない。 

監査室長が必要に応じて最高管理責任者及び統括管理責任者に報告 

監査室長は調査結果を申立者，最高管理責任者，統括管理責任者及び研究費等不正使用防止計画

委員会委員長に報告 

不正があった場合 最高管理責任者は部局

責任者に調査対象者の処分等について勧

告 

申立がない場合でも最高管理責任者が職権

により監査室長に命ずることもできる 

統括管理責任者は必要な措置を講じ

なければならない。 

統括管理責任者は是正内容等を申立者，最高管

理責任者，監査室長及び研究費等不正使用防止

計画委員会委員長に報告 

また，必要と認めた場合は，最高管理責任者の

了承を得て，調査結果及び是正内容等を公表す

る。 

監査室長又は調査委員会による調査 

 

監査室長へ学内窓口

からの申立等の報告 

監査室長は，調査の実施の検討結果を 20 日以内

に最高管理責任者に報告及び申立者に通知 

30 日以内に該当調査の関係機関等への報告 



申立てから調査，是正措置，公表までの関連図

総括

  

※

※

※この他，統括管理責任者から申立者に対し是正措置等の報告を行う。

※統括管理責任者は、監査室長
の要請に基づき、調査対象者の
調査対象制度の研究費の使用
停止を命ずる。
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調査対象者の調査対象制

度の研究費の使用停止の

要請 


	
	不正調査に関する関連図


